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  各社会福祉施設管理者 　 殿

                                                   東京都福祉保健局健康安全部長		                                                        （ 公 印 省 略 ）		
              都内における水痘の発生状況に係る情報提供等について		

		
　日頃から都の保健衛生施策に御理解と御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
現在、都内において水痘の報告数が増加しており、令和元年第４８週（１１月２５日から１２月１日まで）において都の注意報基準を超えたことから、別添のとおり１２月５日付けで、報道発表を行いました。	
  利用者が集団生活を行う社会福祉施設等では利用者及び施設職員等に対し、手洗いの徹底や咳エチケットについて十分に注意するよう呼びかけるとともに、タオルの共用は避ける等衛生管理に万全を期していただくようお願いいたします。
なお、各施設等における感染症予防対策に資するため、都福祉保健局では、「社会福祉施設等における感染症予防チェックリスト」等を作成し、下記のホームページ等に記載していますので、御活用ください。
		
「社会福祉施設等における感染症予防チェックリスト」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/chetukurisuto.html
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